
配偶者13,500円、配偶者以外の扶養親族のうち2人まで
それぞれ6,000円（ただし、扶養親族でない配偶者のある
職員の扶養親族のうち1人は6,500円。配偶者のない職員
の扶養親族のうち1人は11,000円）その他1人につき
5,000円。扶養親族のうち満16歳年度初めから満22歳年
度末までの子1人につき5,000円の加算。�

　村職員の給与は、民間給与の調査に基づく福島県人事委員会の勧告、及び国や他の地方公共団体などとの均

衡を考慮しながら、村議会の審議を経て条例で定めることになっています。村職員などへの給与の支給状況を

皆さんに広く知っていただくために、「地方公務員給与実態調査」などを基にお知らせします。�

�

人件費節減に向けた、現在の村のとりくみ�
村では、現在の経済状況等を踏まえ、次の取り組みを行なっています。�

①特別職の給料月額を減額しています。�

（村長⇒30％減額、助役・収入役及び教育長⇒15％減額）�

②議会議員の報酬月額を５％減額しています。�

③管理職（課長補佐以上の職員）手当支給額を30％減額しています。�

④特殊勤務手当、及び管理職特別勤務手当を廃止しました。（平成17年度より）�

１　人件費の状況（平成16年度一般会計決算）�

※人件費には、議会議員やその他非常勤特別職の報酬、村長・助役・収入役などの特別職給与、職員給与及び職員共済組合負担金などが�
　含まれています�

※職員手当には、退職手当は含まれていません。�

２　職員給与費の状況（平成17年度一般会計予算）�

住民基本台帳人口� 歳出額（Ａ）�
17.3.31現在� 3,187,119千円�

実質収支�

69,463千円�

人件費（Ｂ）�

754,814千円�

人件費率（Ｂ/Ａ）�

23.7%7,680人�

５　一般行政職の級別職員数の状況（平成17年4月1日現在）�

６　職員手当の状況（平成17年4月1日現在）�

７　特別職の報酬等の状況（平成17年4月1日現在）�

区分�

標準的な�
職務内容�

主事補� 主事� 主事� 主査�
主任主査・�
係長・主査�

課長・主幹・課長�
補佐・主任主査�

課長�
政策主幹�

参事�
総務課長�

職員数（人）�

構成比（％）�

前年の構成比�

0�

0�

0

8�

15.09�

16.98

11�

20.75�

20.75

4�

7.55�

5.66

7�

13.21�

18.87

14�

26.42�

26.42

8�

15.09�

9.43

1�

1.89�

1.89

53�

100�

100

1級� 2級� 3級� 4級� 5級� 6級� 7級� 8級� 合計�

３　職員の平均給料月額及び平均年齢の状況（平成17年4月1日現在）�

区　　分� 平均給料月額�

322,800円�

平均年齢�

40歳8月�一般行政職�

職員数（Ａ）�
給料� 職員手当� 期末・勤勉手当� 計（Ｂ）�

給　　　　　　　与　　　　　　　費� 前年度の一人当�
たり給与費�

一人当たり給与費 �
（Ｂ/Ａ）�

294,479千円� 35,324千円� 121,834千円�451,637千円� 6,103千円� 6,265千円�74人�

４　初任給及び学歴別・経験年数別平均給料月額の状況（平成17年4月1日現在）�

区　　　分� 初任給� 2年後の給料�
10年以上15年未満�15年以上20年未満�20年以上25年未満�

経　　　　験　　　　年　　　　数�

大学卒�

高校卒�

170,700円�

138,800円�

184,400円�

148,500円�

285,700円�

242,800円�

348,200円�

287,900円�

392,800円�

335,800円�
一般行政職�

期末勤勉�
手　　当�

扶養手当�

住居手当�

借家・借間�

自　宅�

交通機関�
等利用者�

交通用具�
使 用 者�

51,000円まで全額、51,000円を超えた場合そ�
の超えた額の2分の1の額を51,000円に加えた額。�

月額9,500円を超える家賃を支払っている職員。�
100円から27,000円�

2,500円�

新築・購入されたものである場合は、�
その日から起算して5年間は3,500円�

通勤距離に応じ2,200円から43,900円�

通勤手当�

退職手当�

時 間 外�
勤務手当�

職員が正規の時間を越えて勤務した際に支給される手当�
職員1人当たりの平均支給月額　15,600円�

区分�
村�

期末手当�

1.4月分�

1.6月分�

3.0月分�

勤勉手当�

0.7月分�

0.7月分�

1.4月分�

期末手当�

1.4月分�

1.6月分�

3.0月分�

勤勉手当�

0.7月分�

0.7月分�

1.4月分�

国�

村�

自己都合�

21.0月�

33.75月�

47.5月�

59.28月�

定年・勧奨�

27.3月�

42.12月�

59.28月�

59.28月�

自己都合�

21.0月�

33.75月�

47.5月�

59.28月�

定年・勧奨�

27.3月�

42.12月�

59.28月�

59.28月�

国�

6月期�

12月期�

計�

支給率�

勤続20年�

勤続25年�

勤続35年�

最高限度�

村　長�

助　役�

収入役�

教育長�

6月期�

12月期�

計�

1.6月分�

1.7月分�

3.3月分�

530,600円�

516,000円�

482,800円�

482,800円�

給料（報酬）月額�

議　長�

副議長�

議　員�

288,800円�

227,100円�

211,900円�

期末手当�

（支給割合）�
報
　
酬�

給
　
料�

　県では、河川の過去の出水状況、洪水による氾濫や堤防が壊れた場合に想定される浸水被害状況、避難に必
要な時間等を勘案して、特別警戒水位を設定しました。�

河川水位と雨量の情報提供�
ホームページ　　　　　　　　　　http://kasenweb.pref.fukushima.jp/zhtml/start.asp�
携 帯 電 話（ドコモ）　　　　　　http://mobile.pref.fukushima.jp/mobile/kasen/uryousuii.html�
携 帯 電 話（au、ボーダフォン）　http://mobile.pref.fukushima.jp/mobile2/kasen/uryousuii.html

阿武隈川の水位�

《観測所：玉城橋》�

通報水位　　　２．８ｍ�

警戒水位　　　４．０ｍ�

特別警戒水位　４．４ｍ�

計画高水位　　６．５ｍ�

水防活動に�
必要な�
情報です�

地域の皆さんが�
避難の参考となる�

情報です�

イメージ図�

通報水位�

水防団（消防団）
の準備の目安と
なる水位�

警戒水位�

水防団（消防団）
の出動の目安と
なる水位�

危険水位�

洪水により相当の
被害が生じる氾濫
の恐れがある水位�

特別警戒�
　　　水位�

避難等の参考と
なる水位�


